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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年４月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年６月１１日 ０５時１９分ごろ 

発生場所 京都府伊根
い ね

町新井
に い

漁港北東方沖 

 新井港防波堤灯台から真方位０３６°１,２００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°４２.１′ 東経１３５°１８.８′） 

事故の概要  プレジャーボートVIKTORIYA
ビ ク ト リ ヤ

は、北進中、定置網に乗り揚げた。 

 VIKTORIYAは、船長及び同乗者が負傷し、プロペラの曲損等を生

じ、また、定置網は、囲い網の切損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年６月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート VIKTORIYA、３.４トン 

 ２５０－５１０３２京都、協同組合グッドウィル 

 ９.３３ｍ（Lr）×２.５４ｍ×０.８９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１８０.２０kＷ、平成１６年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１１年８月６日 

  免許証交付日 平成２５年１１月１日 

         （平成３１年８月５日まで有効） 

同乗者 男性 ７３歳 

 死傷者等 重傷 ２人（船長及び同乗者） 

 損傷 本船 プロペラ、プロペラシャフト、プロペラシャフトブラケット及

び舵軸に曲損、船底に擦過傷 

定置網 囲い網に切損、ワイヤロープの被膜に剝離 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０４時４２分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、釣りの目的

で、平成２８年６月１１日０５時００分ごろ京都府京丹後市経
きょう

ケ岬

西方沖の釣り場に向けて京都府宮津市所在のマリーナを出発した。 

 本船は、船長が、操舵室右舷側の操縦席に腰を掛けて操船に当た
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り、新井漁港北東方沖を約２３ノット（kn）の速力（対地速力、以下

同じ。）で北進中、前方に黄色の浮子を認め、右舵を取ったものの、

０５時１９分ごろ定置網（以下「本件定置網」という。）に乗り揚げ

た。 

 本件定置網所有者の漁船は、操業の目的で本件定置網に向かってい

たところ、０５時３０分ごろ本件定置網に乗り揚げている本船を認め

た。 

 本件定置網所有者の漁船の乗組員は、本船に近づいて声を掛けたも

のの返事がなかったので、本船に乗り込んだところ、操舵室内で乗船

者１人が床に横たわり、もう１人の乗船者が壁にもたれているところ

を認め、本件定置網所有者に連絡した。 

 本件定置網所有者から１１９番通報を受けて新井漁港に到着した救

急隊員は、本件定置網所有者の漁船に同乗して本船に向かい、船長及

び同乗者を救出した。 

 船長及び同乗者は、本件定置網所有者の漁船で新井漁港に移送され

た後、救急車により病院に搬送され、船長が中心性頸
けい

髄損傷、同乗者

が外傷性くも膜下出血等と診断された。 

 本船は、本件定置網所有者によってプロペラに絡んだ囲い網が切断

された後、巡視艇によってマリーナにえい
．．

航された。 

（付図１ 航行経路図、付表１ ＧＰＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項  本件定置網は、京都府知事から免許を受けた京定第２３号と称する

定置漁業漁場（以下「本件定置区画」という。）内に設置され、網の

形状に沿って海面上に黄色の浮子が多数設置されていた。 

 本件定置網所有者は、本件定置区画の北端と東端との中央部付近の

沖側に‘標識灯及び旗ざお’（以下「本件標識」という。）を設置して

おり、旗ざおの海面からの高さ約１.７ｍから約２.５ｍの位置に、縦

約０.８ｍ、横約０.８ｍの赤色の旗を取り付けていた。（写真１参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 旗 

 船長は、これまでに経ケ岬西方沖の釣り場に向けて航行した経験が
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１回あり、その際は往路、復路共に本件標識を認めており、本事故当

時も本件標識の沖側を航行しようと思っていた。 

 船長は、本事故当時、本件標識を認めていなかった。 

 本船は、船長の操船場所から前方に見張りの妨げとなる構造物はな

く、約２３knの速力では、船首浮上は生じなかった。 

 船長は、本船のＧＰＳプロッターに過去の航跡が記録されていたも

のの、本事故当時、同プロッター画面の航跡を詳細に見ることができ

るレンジに設定していなかった。 

 本船が備えていたＧＰＳプロッターの製造会社の情報によれば、同

プロッターには本件定置区画の位置情報が入力されていた。 

 本船よりも約１０分早くマリーナを出発したプレジャーボートの船

長は、本事故海域付近を航行中、本件標識を認めていなかった。 

 本件定置網所有者は、船長及び同乗者が救出された後、本件標識が

所定の場所に存在していることを確認した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、新井漁港北東方沖を北進中、船長が、ＧＰＳプロッターで

本件定置区画の位置を確認していなかったことから、本件定置網に向

けて航行していることに気付かず、至近で本件定置網の浮子に気付い

て右舵を取ったものの、本件定置網の囲い網に乗り揚げたものと考え

られる。 

 船長は、本件標識を認めてから本件標識の沖側を航行しようと思

い、ＧＰＳプロッターで船位の確認をしていなかったものと考えられ

る。 

 船長が、本事故当時、本件標識を認めていなかった状況について

は、明らかにすることができなかった。 

原因  本事故は、本船が、新井漁港北東方沖を北進中、船長が、ＧＰＳプ

ロッターで本件定置区画の位置を確認していなかったため、本件定置

網に向けて航行していることに気付かず、至近で本件定置網の浮子に

気付いて右舵を取ったものの、本件定置網の囲い網に乗り揚げたもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・ＧＰＳプロッターを適切なレンジで使用し、定置網設置海域等に

接近しないよう航行すること。 
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付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府伊根町 

事故発生場所 

（平成２８年６月１１日 

 ０５時１９分ごろ発生） 

 

和歌山下津港海南区 

新井漁港 

本件定置区画 

新井港防波堤灯台 

× 
 

兵庫県 京都府 

福井県 

本件標識 

定置漁業漁場 

標識 
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付表１ ＧＰＳ記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※船位は、操縦席前方のＧＰＳプロッターに内蔵されたアンテナの位置である。 


